
  令和３年４月吉日 

 

（仮称）子ども未来プラザ東四つ木建設説明会 

参加者の方から頂いたご質問と回答の要旨 

 

配置図案・1 階平面図案について 

Ｑ：なぜ子ども未来プラザと保育園の位置を入れ替えたのですか？ 

Ａ：施設の西側に渋江東公園があり、子ども未来プラザを公園と隣接させることで、公園

へのアクセスが容易になり、屋内では体験できない公園を活用した事業展開に取り組

めるようになります。また、渋江東公園が応急給水拠点として整備されていることか

ら、災害時に給水に来た区民が、一時的に休憩する場所として施設を利用できるよう

になります。 

 

Ｑ：保育園と子ども未来プラザの正面入口が共通で混乱はないのでしょうか？また、セキ

ュリティは問題ないのでしょうか？ 

Ａ：子ども未来プラザの正面入口は、事務室から来館者の出入りが確認しやすいことから

共通としております。保育園と子ども未来プラザの入口は、共通の入口から東西に分

かれております。また、保育園と子ども未来プラザの利用者の来館時間は概ね異なる

ため、混乱する心配はありません。セキュリティについては、保育園の入口はオート

ロックとなっており、職員がモニターで確認をしてからロックを解除します。子ども

未来プラザは、入口で受付を済ませてから入館します。 

 

Ｑ：職員駐輪場は１０台で足りるのですか？ 

Ａ：職員全員が自転車を利用するわけではありませんので１０台分としておりますが、必

要に応じて駐輪方法に工夫をしながら対応してまいります。 

 

保育園エリア（平面図のオレンジ色部分）について 

Ｑ：２階の保育室はなぜ入れ替えたのですか？ 

Ａ：１階東側に移動した調理室のすぐ上に配膳室を設ける必要があることから、２歳児用

トイレと配膳室を反転しました。２歳児はトイレが遠いと間に合わないことがあり、

２歳児の保育室のすぐ側に２歳児用トイレが必要となるため、保育室も反転しました。 

 

Ｑ：午睡は３階の多目的ホールで行うのですか？また、保育園の行事はどこで行うのです

か？ 

Ａ：今までの保育園の認可基準では、各保育室と遊戯室（ホール）の面積を合算すること

で面積基準を満たせばよかったのですが、平成２６年度に東京都の要綱が改正となり、

各保育室で定員に応じた基準面積を確保することとなりました。これは、１日の大半

を過ごす保育室の環境を確保するため見直されたものです。建て替え後の保育室も今

までの約２倍の広さとなることから、午睡は広くなった各保育室で行います。保育園

の行事は３階の多目的ホールを利用します。 

 



Ｑ：子ども未来プラザから保育園には入れないようになっているのでしょうか？ 

Ａ：セキュリティ上、子ども未来プラザ側のエレベータや階段から保育園には入れないよ

うになっています。 

 

Ｑ：保育室での午睡は、保育士が大変ではないですか？ 

Ａ：２階の保育室は今までの約２倍となり、保育室に午睡のスペースが確保できます。そ

のため、机を動かさずに午睡の準備ができるようになります。また、各保育室はパー

テーションで区切られており、パーテーションを開けることで限られた人数で見守る

ことができます。 

 

Ｑ：プールは設置するのですか？ 

Ａ：常設のプールはありませんが、２階にあるルーフデッキに組み立て式プールを設置し

ます。 

 

子ども未来プラザエリア（平面図の青色部分）について 

Ｑ：子どもの居場所は常時あるのでしょうか？ 

Ａ：３階の多目的室２は常時利用できます。 

 

Ｑ：乳幼児健診はどこでやるのですか？ 

Ａ：３階の多目的ホール、多目的室１、相談室１・２を利用します。 

 

Ｑ：子どもたち、特に小学生は安心して過ごせるのでしょうか？ 

Ａ：小学生以上が工作や読書等で自由に安心・安全に遊べる「あそびの広場」事業を行い

ます。小学生は午後６時まで遊べます。 

 

屋上平面図案について 

Ｑ：今まで園庭にあった砂場を屋上に移動したのですか？ 

Ａ：今回のレイアウト変更の一つとして屋上の利用があります。安心して利用者が屋上で

も遊べるよう、屋上までエレベータを利用できるようにしました。それに併せて、屋

上に衛生的に遊ぶことのできる砂場を設置します。屋上の砂場は子ども未来プラザに

来館した親子の利用を想定しております。なお、今まで通り保育園の園庭にも砂場は

設置します。 

 

代替施設について 

Ｑ：代替施設はどこですか？ 

Ａ：子ども未来プラザは現在の渋江保育園・児童館の場所に建設します。建て替え中の代

替施設は、保育園は渋江公園内の仮園舎を利用し、児童館は東四つ木地区センター1 階

ロビーに母子健康手帳の交付や相談窓口を設置します。また、東四つ木地区センター

の空いている部屋や近隣施設を利用しながら、児童館の事業を継続していきます。 

 

Ｑ：東四つ木地区センターの空いている部屋を利用するとのことだが、安定した場所が必

要ではないでしょうか？ 



Ａ：児童館の講座等は優先的に部屋を確保していく予定です。 

 

Ｑ：東四つ木地区センター1 階のロビー以外のスペースは確保できないのですか？ 

Ａ：憩い交流館で行っていた囲碁将棋を 1 階ロビーで行うこととしています。自治町会の

活動の場や地区センター長の執務室も 1 階ロビーを利用しています。引越し後には現

場や利用者のご意見等を伺いながら適宜調整をしていきます。 

 

その他 

Ｑ：どれくらいの関係団体にレイアウト変更についての意見を聞いたのですか？ 

Ａ：地元自治町会、青少年地区委員会、児童館運営協議会、児童館利用者、保育園保護者

にご意見を伺いました。 

 

Ｑ：子ども未来プラザを区としてどういう位置付けにするのですか？ 

Ａ：今までの児童館機能に加え、孤立しがちな子どもやその保護者の相談支援等といった

現代的なニーズに応えていきます。また、地域の子育て支援施設等との連携を図って

いきます。 

 

Ｑ：現行と計画の面積比較はどうなるのですか？  

Ａ：面積比較は次のとおりです。なお、面積はあくまで現時点の計画であり、今後変更す

ることがあります。 

 

＜保育園＞ 

現行 計画 

0 歳児室 79.65 ㎡ 0 歳児室 78.40 ㎡ 

1 歳児室 94.40 ㎡ 1 歳児室 109.30 ㎡ 

2 歳児室 27.00 ㎡ 2 歳児室 81.80 ㎡ 

3 歳児室 27.00 ㎡ 3 歳児室 78.30 ㎡ 

4 歳児室 27.00 ㎡ 4 歳児室 79.50 ㎡ 

5 歳児室 38.70 ㎡ 5 歳児室 76.00 ㎡ 

ホール 106.03 ㎡ 多目的ホール※ 149.70 ㎡ 

調理室 35.10 ㎡ 調理室 65.40 ㎡ 

園庭 714 ㎡ 
園庭 510 ㎡ 

ルーフテラス 210 ㎡ 

※多目的ホールは共用利用 

 

＜児童館・子ども未来プラザ＞ 

現行 計画 

乳幼児専用室 

（相談室含む） 
21.11 ㎡ 

すくすくルーム 96.70 ㎡ 

相談室 

（3 部屋） 
28.60 ㎡ 

図書室 56.93 ㎡ 多目的室１ 83.70 ㎡ 

遊戯室 27.00 ㎡ 多目的室２ 82.30 ㎡ 



集会室 73.20 ㎡ 多目的ホール※ 149.70 ㎡ 

学童保育室 

（和室含む） 
79.65 ㎡ － － 

※多目的ホールは共用利用 

 

＜事務室＞ 

現行 計画 

保育園 27.00 ㎡ 
共用 62.10 ㎡ 

児童館 29.15 ㎡ 

合計 56.15 ㎡ 合計 62.10 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先  

子育て支援部子育て施設整備担当課  TEL：０３（５６５４）８４８９ 


